
厚生労働省の施設基準により院内掲示等が定められている項目 

 

当院では、複数の施設基準（体制を整え届出を行う事により費用の徴収を行えるもの）を北海道厚生局へ

届け出ており、下記については、ホームページや院内掲示が義務付けられております。   

 

○電子的診療情報連携体制整備加算 

マイナンバーカードによる保険情報等の取得について、当院ではオンライン資格確認を行う体制を有してい

ます。 正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の積極的な利用にご協力をお願いいたします。   

マイナ保険証の利用により、医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムによ

り取得した診療情報等を活用して診療を実施する体制を有しております。  

また、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料

で交付しております。 

※電子カルテ情報共有サービスに関しては、現在準備中です。  

 

 

○在宅医療ＤＸ情報活用加算  

マイナ保険証の利用により、医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情

報等を活用して、計画的な医学管理の下、訪問して診療を実施する体制を有しております。  

また、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料

で交付しております。 

※電子カルテ情報共有サービスに関しては、現在準備中です。  

 

 

〇一般名処方加算および長期収載医薬品について 

院外処方時における一般名処方加算について、当院では後発医薬品の使用促進をはかるとともに、医薬品

の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。   

一般名処方とは、院外処方せん交付時に、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載するこ

とです。   

そうすることにより、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要な

お薬が提供しやすくなります。   

後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名（有効成分の名称）で処方する場合がございますので、

ご理解ご協力の程お願いいたします。   

また、院内・院外処方問わず、令和６年１０月より長期収載品について医療上の必要性があると認められな

い場合に、患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となることがございますので、一般名処方や後

発医薬品の使用等への一層のご理解、ご協力をお願い致します。  

※選定療養とは・・・厚生労働大臣が定める患者の快適性・利便性に関する療養、医療機関や医療行為等の

選択に関する療養をいいます。（例：差額ベッド代など）。   

「選定療養」に該当する治療費は、健康保険等からは給付されません。  



先発医薬品（長期収載品）の選定療養に関しては、「先発医薬品（長期収載品）の選定療養について」をご覧

下さい（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html）。  

 

 

〇情報通信機器を用いた診療  

当院では情報通信機器を使用したオンライン診療を行っております。ただし、初めての診療で情報通信機器

を使用する場合、向精神病薬の処方は行えませんのでご了承下さい。  

令和８年度診療報酬改定において「オンライン診療の基準等の遵守リスト」の掲載が義務付けられておりま

す（チェックリストについては別ページに記載）。 

また、当院では医療広告ガイドラインに則った広告の取り扱いをしております。 

 

 

〇生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ、長期投薬について  

当院では医師の診察時症状が安定していると判断された患者様については、 ２８日以上の長期投薬を行

っております。   

主に院内にて処方を行っておりますが、院外処方せんを希望される場合、リフィル処方せんの発行を希望

される場合も同様となります。   

ただし、上記長期処方の場合でも、体調の不良や症状が悪化した場合などは 必ず当院へご連絡、または受

診をお願いいたします。   

 

 

〇歯科往診連携について（口腔管理連携加算） 

当院では、入院中の患者さんのお口の健康を保ち、 全身の治療を安全かつ円滑に行うために、 歯科医療

機関と連携して口腔管理を行う体制を整えています。 当院には歯科診療科が設置されていないため、 必

要に応じて下記の歯科医療機関と連携し、 入院中から退院後まで継続した歯科診療につなげています。 

 

住所：帯広市西 10 条南 9 丁目 5-5 

名称：医療法人社団 秀和会 つがやす歯科医院 

TEL：0155-21-2002 FAX：0155-24-7705 

ＨＰ：https://www.tsugayasu-sika.jp/ 

※診療内容やお申し込み方法については、つがやす歯科医院様のＨＰをご覧下さい。 

 

〇介護施設等連携往診加算及び協力対象施設入所者入院加算について  

介護保険施設等との医療協力について当院は下記施設に関して、協力医療機関に指定されております。  

（入居されている患者様の病状の急変等に対応するための連携体制をとっております）   

社会福祉法人 幕別真幸協会 特別養護老人ホーム札内寮  

社会福祉法人 幕別真幸協会 サテライト型ふらっと札内  

㈱日総 ふれあいの里グループホーム十勝の杜  

㈱リーベ グループホームフィオーレあおばⅠ及びⅡ   



下記施設に関して医療協力を締結しております。   

（施設の利用者様に、主に緊急時の外来受診の受け入れなどを行っております）  

㈱アルムシステム グループホーム北札内ふれあい館１、２  

㈱アルムシステム グループホーム札内ふれあいハウス１、２  

㈱十勝あすなろ会 指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業、生活介護事業   

社会福祉法人 博愛会 コムニの里まくべつ   

㈱ベータプラン 指定生活介護サービス事業所 笑心   

合同会社 151 枝 指定就労継続支援Ｂ型 合同会社 151 枝   

社会福祉法人 手稲ロータス会 介護老人福祉施設ロータス音更  

 

医療法人社団 翔嶺館  

十勝の杜病院  

2024.10.01 改訂 

2025.11.01 改訂 

2026.06.01 改訂 


